
 

筑波大学ＧＰＡ制度に係わる実施要項（学群） 

 

平成２４年７月１７日 

学群教育会議決 定 

改正 平成２７年 ３月１７日 

 平成２８年 ２月１６日 

 令和 ２年１０月２２日 

 

（目的）  

１ この決定は、筑波大学（以下「本学」という。）におけるグレード・ポイント・アベレージ（履

修科目の成績の平均値をいう。以下「ＧＰＡ」という。）を算出する制度を定めることにより、

学士課程の学生の学習意欲を高めるとともに、筑波スタンダードが掲げる教育の質の保証につ

いて一層の具体化を進め、適切な修学指導に資することを目的とする。 

 

（ＧＰ） 

２ 筑波大学学群学則（平成１６年法人規則第１０号）第３５条及び筑波大学学群試験実施要項

（平成１８年３月１日教育担当副学長裁定）に規定する成績の評語に対応するグレード・ポイ

ント（各評価により与えられる数値（評価点）をいう。以下「ＧＰ」という。）は、次の表に掲

げるとおりとする。 

評語 
ＧＰ 

（評価点） 
評価基準 

参考 
（１００点満点での目安） 

 Ａ＋ ４．３ 
到達目標を達成し、きわめて優秀な成績を

おさめている 
９０点以上 

Ａ ４ 
到達目標を達成し、優秀な成績をおさめて

いる 
８０～８９点 

Ｂ ３ 到達目標を達成している ７０～７９点 

Ｃ ２ 到達目標を最低限達成している ６０～６９点 

Ｄ ０ 到達目標を達成していない ６０点未満 

Ｐ － 定められた学修水準に到達している － 

Ｆ － 定められた学修水準に到達していない － 

 

（ＧＰＡの種類及び算出方法） 

３ ＧＰＡの種類は、各学期における学修の状況及び成果を示す指標としてのＧＰＡ（以下「学

期ＧＰＡ」という。）並びに在学中の全期間における学修の状況及び成果を示す指標としてのＧ

ＰＡ（以下「累積ＧＰＡ」という。）とする。 

 

４ 学期ＧＰＡ及び累積ＧＰＡの算出方法は次に掲げるとおりとし、算出された数値の小数点以

下第３位の端数については切り捨てるものとする。 

(1) 学期ＧＰＡの算出方法 



 

学期ＧＰＡ＝
(当該学期の「Ａ＋」の単位数×４.３＋「Ａ」の単位数×４＋「Ｂ」の単位数×３＋「Ｃ」の単位数×２)

当該学期の総履修登録単位数
 

(2) 累積ＧＰＡの算出方法 

累積ＧＰＡ＝
（全期間の「Ａ＋」の単位数×４.３＋「Ａ」の単位数×４＋「Ｂ」の単位数×３＋「Ｃ」の単位数×２）

全期間の総履修登録単位数
 

 

（ＧＰＡの対象科目） 

５ ＧＰＡの対象科目は、各教育組織の履修細則等に規定する卒業要件に係る授業科目とする。 

 

６ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる授業科目については、学期ＧＰＡ及び累積ＧＰＡの対

象科目から除くものとする。 

(1) 本学で修得した単位とみなされた授業科目 

(2) 「Ｐ」又は「Ｆ」の評語で評価される授業科目 

(3) 学類長からの要請を踏まえ学群長が指定する授業科目 

 

７ 前２項の規定にかかわらず、総合学域群にあっては、前項第１号及び第２号の授業科目以外

の授業科目を対象科目とする。 

 

（成績評価の厳格化） 

８ 学群長、総合智教育推進委員会学群共通科目部会に置かれる共通科目の専門部会の部会長等

は、関係学類、関係共通科目等における成績の評価に係る分布の目標をあらかじめ定め、公表

するものとする。 

 

（成績通知及び成績証明書） 

９ 各学期の成績通知においては、学期ＧＰＡ及び累積ＧＰＡを記載するものとする。 

 

１０ 成績証明書にＧＰＡを記載する場合は、ＧＰＡの算出方法等について併せて記載する。 

 

（雑則） 

１１ この決定に定めるもののほか、ＧＰＡの実施に関し必要な事項は、学群教育会議の議を経

て、教育を担当する副学長が別に定める。 

附 記 

この決定は、平成２５年４月１日から実施し、平成２５年度入学者から適用する。 

 

附 記（平２７．３．１７） 

この決定は、平成２７年４月１日から実施する。 

  

附 記（平２８．２．１６） 

この決定は、平成２８年４月１日から実施する。 

 

附 記（令２．１０．１３） 

この決定は、令和３年４月１日から実施する。 


